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国際通商交渉 と制裁の威嚇*

石 黒 馨

本稿の目的は,外 国政府による制裁の威嚇が国際通商交渉に及ぼす影響について

検討することである。本稿の主要な結論は,外 国政府による制裁の威嚇が通商交渉

の結果に及ぼす影響は,貿 易自由化に対する自国の政府と国内構成員の政策選好の

相違に依存 して異なるということである。

キー ワー ド 国際通商交渉,制 裁,政 策選好,2レ ベルゲーム

1は じ め に

1993年7月10日,宮 沢首相 とクリントン大統領 との日米首脳会談で 「日米間の新たな経済
1)

パー トナーシップのための枠組みに関する共同声明」が提唱された。 この共同声明を受け,

日米包括経済協議の自動車 ・同部品交渉が1993年9月 から1995年6月 にかけて行われた。 こ

の通商交渉で,米 国政府は,米 国製自動車 ・同部品の販売拡大のために日本の逓商障壁の削

減を数値 目標の設定という形で要求 した。 日本政府 はこの数値目標の設定には反対 したが,

最終的には米国通商法301条 の制裁の威嚇 によって,日本 自動車メーカー各社が米国製部品購

入の 自主計画を作成 し,米 国に有利に交渉は妥結 した。

ク リン トン政権 は,一 方的措置を伴 う通商法301条 によって威嚇 しなが ら,結 果重視の管理

貿易を志向 していた。その対 日通商政策の特徴は,ま ず 日本政府 に数値 目標を同意させ,つ

ぎにその数値 目標の達成のために産業界 を行政指導 させ,さ らにもし数値目標が達成 されな
2)

ければ,通 商法301条 によって制裁の威嚇を行 うというものである。

米国政府の制裁の威嚇は,日 米 自動車 ・同部品交渉において,通 産省 についてはクレディ

ビリティがなかったと言われている(谷 口,1997,192頁)。 通産省 は,通 商法301条 の発動を

阻止 し,管 理貿易の要求を拒否 したことを交渉の成果 として挙げている(日 本経済新聞社,

1995,293頁)。 しかし実際には,日 本自動車メーカーが米国政府の制裁の威嚇に屈 し,部 品

購入計画を 「自主的に」公表 したことが,交 渉合意の決定的要因であった。米国政府の制裁

の威嚇は,民 間企業については十分にクレディビリティがあった。

米国政府は,日 本政府 と民間企業 との間に政策選好の相違があることを認識 し,交 渉過程

で制裁の威嚇の対象を通産省か ら日本 自動車メーカーに切 り替えた。通産省は,米 国政府の
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制裁の発動を覚悟 し(日 本経済新聞社,1995,284頁),そ の上でWTO提 訴の方向で準備 し

ていた。 しかし,民 間企業は制裁の回避 を強 く望んでいた。

本稿の目的は,制 裁の威嚇が国際通商交渉の結果 に及ぼす影響について検討す ることであ

る。特 に,政 府 と国内構成員 との間に政策選好の相違がある場合に,制 裁の威嚇が通商交渉

の結果 にどの ような影響を及ぼすかについて検討する。ここでは,こ のような問題について

国際交渉 と国内交渉の相互依存関係を扱 う2レ ベルゲームによって分析する。

本稿の主要な結論は,外 国政府による制裁の威嚇が通商交渉の結果に及ぼす影響は,貿 易

自由化 に対する政府と国内構成員(議 会)の 政策選好の乖離度に依存 して異なるということ

である。外国政府による制裁は,自 国の政府 と国内構成員(議 会)の 選好が十分に近似 して

いる場合には,自 国の通商障壁 を低下させ,外 国の通商障壁を上昇 させる。 しか し,自 国の

政府 と国内構成員(議 会)の 選好が適度に乖離 している場合には,通 商交渉の結果に影響 を

及ぼ さない。さらに,自 国の政府 と国内構成員(議 会)の 選好が十分に乖離 している場合に

は,自 国の通商障壁 を低下させるが,外 国の通商障壁 には影響 を及ぼさない。

以下,本 稿はつぎのように構成 される。第2節 で,国 際通商交渉 と制裁の威嚇に関するモ

デル を構成 し,第3節 で,国 際通商交渉の均衡について検討する。第4節 では,日 米 自動車・

同部品交渉を取 り上げ,制 裁の威嚇 と交渉結果について分析 する。最後 に,本 稿の結論を要

約す る。

2国 際通商交渉と国内政治

制裁の威嚇が国際通商交渉に及ぼす影響 を検討するために以下のような簡単なモデルを構
3)

成 しよう。このモデルは基本的に石黒(2003b)と 同 じである。はじめに国際通商交渉の枠組

みについて説明し,そ の後通商交渉の経済モデル と通商交渉者の政治的支持関数について検

討する。 ・

2.1国 際通商交渉の枠組み

1)行為主体:自 国と外国の2国 間の通商交渉を想定 しよう。この通商交渉の主要な行為主

体は,自 国政府の交渉代表者,自 国議会(国 内構成員),外 国政府である。自国政府の交渉代

表者 は,外 国政府 と通商交渉を行う一方で,自 国議会(国 内構成員)と も協定内容に関 して
4)

交渉 を行 う。各行為主体は,政 治的支持を最大にす るように自国 と外国の通商障壁の削減 に

ついて交渉する。国内の消費者や民問企業は通商交渉に直接参加はしないが,各 行為主体 に

政治的圧力をかけ,通 商交渉の結果に影響 を及ぼす。

2)ゲ ームの展開:こ の通商交渉ゲームは2段 階で行われる。第1段 階は自国 と外国の政策

決定 に関す るゲームであ り,第2段 階は各国の経済主体の最適化行動に関するゲームである。
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第1段 階のゲームで通商協定の可否が決定された後,第2段 階のゲームが始 まり,各 国の消

費者や企業が最適化行動 を行 う。

第1段 階の通商交渉は国際交渉(政 府間)と 国内交渉(政 府 と議会)の2つ のレベルで行

われる。この交渉では,自 国政府の交渉代表者が交渉内容の提案権 を持ち,外 国政府 と自国

議会(国 内構成員)が 拒否権 をもつとする。 自国政府の交渉代表者が外国政府に対 して通商

協定 に関 してある提案(take・it・or-1eave-itoffer)を 行 う。外国政府がそれを受け入れれば,

その提案は自国議会の批准 を得るために,議 会に送 られる。 自国議会がその提案を批准すれ

ば,政 府間の通商協定は成立する。 もし外国政府か自国議会がその提案 を拒否すれば,通 商

交渉 は決裂する。

3)情 報構造:各 行為主体の選好やゲームのルールは共有知識である。各行為主体は共に,

相互 に通商障壁 を削減 し通商協定に合意すれば,国 内の政治的支持を高めることがで きるこ

とを知っている。また少な くとも交渉が決裂 した場合 と同 じだけの政治的支持が通商交渉に

よって得られることも知 っている。ただ し,通 商交渉が決裂すれば,各 国は独自に通商障壁

(例えば,通 商法301条 による制裁関税)を 設定することになる。

2.2通 商 交渉の経済 モデル

この国際通 商交渉 の均衡 はサ プゲーム完全均衡 であ る。 は じめ に第2段 階の経 済均衡 を明

らか に し,そ の後で 第1段 階の通 商交渉の均衡 を求 め よ う。

自国の消 費者の効用 関数 をu=認 一(1/2)bX2+vと す る。Xは 両国企業 が生産す る不完 全

競 争財の 自国の消費量 で ある。〃は両 国において競争 的に生 産 され る価 値尺度財 で,そ の国内

市場 と世界 市場の価格 を1と 基準化 す る。外 国につい て も類似 の効用 関数 を想定す る。効 用

最大 化の条件 か ら,両 国のX(X*)財 の 逆需 要関数 は,p=a-bX,p'=a*一 ゲX*と な る。

p(p*)はX(X*〉 財 の 自国(外 国)市 場価格,a(a*〉 とb(が)は パ ラメー タであ る。この とき,

自国(外 国)のX(X*)財 の 消費者 余剰CS((】S*)は,CS=(1/2)bX2,CS*ニ(1/2)b'X"2の

よ うになる。

X財 を生産 す る企 業が 自国 内にn企 業(国 内企業)あ り,外 国 にm+1企 業 あ ると しよう。

外 国 にあるm+1企 業 の うち,m企 業 は自国企業 が直接投資 に よって設立 した在外企業 であ

り,残 りの1つ は外 国企 業で あ る。それ らの企業 は生産 した財 を両 国市場 へ供給す る。 この

とき,両 国市場で の総供 給量(X,X*)は,X=nyi+rmノ+2,X*=η メ+〃 鰐+Z*で あ る。

ここで,yi(y掌)は 国内企 業の 自国(外 国)市 場へ の供 給量,κ ノ(埼)は 在 外企業 の 自国(外 国)

市 場へ の供 給量,2(2*)は 外 国企業の 自国(外 国)市 場 への供給 量で ある。

国 内企業 の利潤 πiは,両 国 市場 への販売額 か ら生産 コス トと外 国市場 への供給 コス ト(関

税)を 控 除 した もので あ る。国外 市場 への輸 送費 はない とす る。在外企業 の利 潤 πノと外 国企
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業 の利 潤 π茸も同様 に表 すこ とがで きる。この とき,そ れぞれの企業 の利 潤は,πf=yi(P-C」')

+ッ,(グ ー ら一'*),π ノ=Xi(p_c._t)+拶(p*_Cx),π 誉=2(p-c2-t)+2*(p*-c。)と な る。

ここで,ら,Cx,czは そ れぞれ 自国企業,在 外企業,外 国企業 の限界費用(所 与)で,以 下で

はCx=c、 とす る。tとt"は 自国 と外 国の通商障壁 を表 す。

各企業 は各 国の通商障壁 α,'*)を 所 与 と して クール ノー型の競争 を行 うとしよう。 この

とき,自 国市場 での各企 業の均衡供 給量 軌,Xi,2)が(1)一(2)式 の よ うに得 られ る。ここで,

α=n+m+2で あ る。 α一1は この財市場 の両 国 にお け る総企 業数 であ る。

yi;[(a一 ら)+(m+1)(ら 一 ら+t)]/α ∂i=1,...,n,

錫=2;[(a-Cx-t)-n(ら 一 ・,+t)]/α ∂ ブ=1,_,m.

(1)

(2)

関税率の下限は0%す なわち自由貿易である。その上限は自国市場か ら国外の供給を排除
5)

す る輸 入禁止的 関税率 転=[a-(n+1)cx+η ら]/(n+1)で あ る。国内企業 数nが 増大 し,自

国市場が競争的 にな るほ ど,輸 入禁止的関税率 魁 は低 くなる。

外 国市場で の各企 業の均衡供 給量(鋪,雰,2*〉 と輸入禁止 的関税率 峨=[♂+(m+1)c。 一

(m+2)ら]/(m+2)も 同 様 に して得 られ る。

ジ=[(a*一 ら 一'*)+(m+1)(ら 一 ら 一 の]/α がi=1,_,n,

雰=2零;[(a*-6。)-n(ら 一 ら 一'*)]/α ∂*ノ=1,...,彿.

(3)

(4>

国内企業と在外企業および外国企業の利潤 πρ πノ,考 はそれぞれつ ぎのようになる。

πi;(ρ 一 ら)[(α 一 ら)+伽+1)(ら 一 ら+t>](1/α ∂)

+(グ ー ら 一t")[(a'一 ら 一'*)+(m+1)(c。 一 ら 一 瑚(1/α ゲ)

i=1,..,,n,

πノ=π;ニ(ρ 一6。 一')[(a一 ら 一 ≠)-n(6。 一 ら+')コ(1/α ω

+(カ*一 ら)[(α*-c。)-n(ら 一 ら 一 め](1/α ゲ)ブ=1,一.,m。

(5)

(6)

両国の通商障壁 α,め が国内企業の利潤 πゴに及ぼす影響は以下のようになる。これ より

国内企業は自国の通商障壁を引き上げ,外 国の通商障壁 を引き下げる誘因を持つ。

∂πノ ∂'=[yi+((P-Cy)/ろ)][伽+1)/α]>0ゴ=1,_,n,

∂πノ ∂〆=一[yl十((1)*-6ン ーt*)/が)][(〃z十2)/α]〈Oz漏1,.。.,n.

(7)

(8)

両国の通商障壁(',め が外国企業の利潤 媛 に及ぼす影響は以下のようになる。外国企業は

自国の通商障壁 を引き下げ,外 国の通商障壁を引き上げる誘因を持つ。在外企業 について も,
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同様の誘因を持つ。

∂震/∂t=一[2十((カ ーCz-t)/ろ)][(n十1)/a]〈0,

∂π妻/∂卜[2*+((P*-c、)/ゲ)][n/α]>0.

(9)

(10)

自国 く外国)の 消費者余剰(聡((忍 つ は自国(外 国)の 通商障壁'(〆)の 減少関数であり,

消費者は自国の通商障壁 を引き下げる誘因を持つ。

∂(】S/∂';一[nyi+(m+1凋][伽+1)/α]<0,

∂CS*/∂'*=一[%メ 十(m十1)雰][n/α]<0.

(11)

(12)

2.3通 商交渉者の目的関数

1)政治的支持関数:こ の通商交渉には自国政府(P),自 国議会(C),外 国政府(F)が 直

接的に関与する。それぞれの政治的支持関数 をつぎのように想定 しよう。

u・(t,tつ ニ5、、GS+5脚 、+3滋 物+'(〃z+1>Xi;5、 々,ε々 ,5励 ≧o,々;P,c,

UF(ち'*)=s、F(]s*+SFπ 歪+s湧F〃ZZi+t*塀;∫ 、F,∫F,s翅F≧o.

(13)

(14)

自国 の政 府 と議 会 お よび外 国政 府の政治 的支持関数Uk(le=P,C,F)は,消 費者余剰(CS,

Cヲ*),企 業 利 潤(nπi,mrri,π つ および関税 収入(t(m+1)Xi,〆 履)か ら構成 され る。 こ

こで,関 税収 入は,政 府 に よって徴収 され,消 費者 に一括 して分配 され る。s、k(s、F)は自国(外

国〉の消費者余剰,Sk(SF)は 国 内(外 国)企 業の利潤,Smk(SmF)は 在 外企 業の利潤 のそれぞ

れ のウ ェイ トを表 す。 これ らは消費者や企業 の政 治的圧力 を表 す指 標 であ る。

2)最 適な通商 障壁:各 行為 主体 に とって政 治的支持 を最大 にす るよ うな通商障壁 につ いて

検討 しよう。 自国の政府(P)と 議 会(C)お よ び外 国政 府(F)は,そ の 目的関数 を最大化

す る ような通商障壁tk,t彦(k=P,C,F)を 選 択す る。

(t々,t彦)=argmaxUk(t,〆)k=P,C,E(15)
(t,tう ≧0

自国の通商障壁 に関する政府 と議会の最適水準tk(k=、P,C)と 外国の通商障壁に関する外国

政府の最適水準 夢は以下の ように得られる。

tk={(Sk-s、 々)@∂/n十1)ッ 汁[1-(s.thM(n+1)/(m十1)α)

一(s
。k(M+1)/α)](ab/n+1)箸+[Skn(ρ 一 ら)/(n+ユ)]

-S
mk[m(p一 ら)/(m+1)]}β 々=P,C,(16)

t}ニ[1-ScF(n/a)〕(α ろ*/m十2)二y?十[SF十SmF〃z-ScF(〃z十1)〕(b*/〃z十2)4

十[(SF→-SmF〃z)(p*一(:x)/(〃z十2)].(17)
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ここで,β=(m+1)/(m+1-Srk)>0で あ る。自国 の通 商障壁の最適 水準 らが正 にな るため

の十分条件 は,①Sk-s。h>O,②1-(SmkM(n+1)/(m+1)α)一(s。k(m+1>/α)>0,③ 十 分 に

小 さいSmkで あ る。これ らの条 件 はs,hやSmkが 十 分 に小 さい場合 には満 た され る。外国 の通 商

障壁 の最 適水準漆 が正 にな るため の十分条件 は,①SF+SmFM-s、F〈M+1>>O,②1-s,F(n/

α)>0で あ る。これ らの条件 も外 国の消費者の政治 的圧 力s、Fが 十分 に小 さい場合 には満 た さ

れ る。 以下,こ れ らの条 件が満 た され ると仮定す る。

自国の政府 と議会 お よび外 国政 府 の最 適 な通 商障壁tk(k=P,C,F)は,消 費者余 剰や企

業利潤 に対す るウェイ トSrk,Sk,Smk(le=P,C,F)に よ って異 な る。以下 では,議 会 は,消 費者

余剰や在 外企 業 よ りも国内企業 に関心 を持 ち,政 府 よ りも保護主 義 とす る(tc>tp)。

3)目 的 関数:各 行為 主体の政治 的支持関数 を簡 単な損失関数 に よって近似 しよ う。 各行為

主体 は,そ の最適水準 と現実 の水 準 との差 を最小化 す るよ うに行 動す る。 自国政府 と自国議

会 お よび外国政府 の 目的関数Uk(fe=P,C,F)は そ れぞれつ ぎの ように表 され る。

U,(ち 〆)=一(t-tle)2-(〆-t輩)2k=P,C,F. (18)

以下では,自 国の政府 も議会 も外国の通商障壁 については完全自由化を望み,tP=t3==Oと す

る。同様に,外 国政府 も自国の通商障壁については完全 自由化を望み,tF=0と する。この よ

うな目的関数の想定によって,各 行為主体の政治的支持の無差別曲線は同心円になる。自国

の政府 と議会および外国政府は,そ れぞれ最適な通商障壁の組み合わせ,(tp,0),(tc,0),

(0,劇 によって政治的支持を最大にすることができる。現実の通商障壁がそれぞれの最適

な通商障壁か ら乖離すれば,そ れだけ各行為主体の政治的支持は低下する。

3国 際通商交渉の均衡と外国政府の制裁

外国政府の制裁が国際通商交渉の均衡に及ぽす影響について検討 しよう。最初 に国際通商

交渉の均衡 について明らかに し,そ の後,外 国政府の制裁が通商交渉の均衡に及ぼす影響に

ついて検討する。

3.1国 際通商交渉の均衡

自国と外国の政府がナ ッシュ均衡を現状 として通商交渉をするとしよう。 ここで,自 国の
6)議会

(国内構成員)は 自国の通商障壁 に対 して最終的な拒否権 を持っている。すなわち,政

府間交渉で合意 した内容について議会の批准が必要 になり,議 会が拒否すれば,通 商協定は

成立 しない。この とき,ナ ッシュ均衡 は自国議会の反応関数 と外国政府の反応関数の交点で

決定 され,N(tc,'})と なる。

国際通商交渉の均衡(to,tま)は(19)式 のようになる。自国政府は(to,t9)を 提案 し,自 国
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議 会 と外 国政 府 はそれ を受 け入れ る。 この均衡 は,行 為主体 の政 策選好(tp,tc,tP)と,政

府 と議 会の政策 選好の乖 離(tc-tp)と い う2つ の変数 によって決 定 され る。

嚇 識1雛 とき
(19)

こ こ で,td=tc-t7で あ り,tzはUF(tp,0)=UF(tz,鋤 に よ っ て 定 義 さ れ る 。 ま た(ち,t彦)

は 以 下 の よ う に 定 義 さ れ る 。

転噌 一 一{鱗灘 駕1

これ を解 けば,(ち,'凄)が つ ぎの よ うに得 られ る。

t。・tc[1+佛/tp)2]一"ノ2),

t凄・tP-tc(tP/tp)[1+(tP/tp)2]一(1/2).

(20)

(21>

(22)

('ω'凄)は,契 約曲線上にあ り,か つ外国政府にナ ッシュ均衡(現 状)と 同 じ水準の国内の

政治的支持(UF(ち,t凄)=UF(tc,t}))を 与えるような自国 と外国の通商障壁である。

通商交渉の結果 は,(19)式 のように政府 と議会の政策選好の乖離(tc-tp)に 応 じて3つ の

領域 に分けられる。領域①(tc-tp〈tz-tp):政 府 と議会の政策選好が十分に近い場合には,

自国政府 と外国政府は契約曲線上の(ち,壊 を合意する。自国の通商障壁 ∫、は自国政府の最

適水準tpよ り低 く,外国の通商障壁 堪 も外国政府の最適水uetPよ り低い。領域②(tz-tp〈tc

-t
p〈樹:政 府 と議会の政策選好が適度に乖離 している場合には,通 商交渉の結果は自国政

府の最適点(tp,0)に なる。自国の通商障壁は自国政府の最適水準tpに 等 しく,外 国の通商

障壁は完全に撤廃 される。領域③(tP〈tc-tp):自 国の政府 と議会の政策選好が十分に乖離

す る場合には,通 商交渉の結果 は(td,0)と なる。自国の通商障壁tdは 自国政府の最適水準

tpよ り高 く,外 国の通商障壁は完全 に撤廃される。

3.2外 国政府の制裁の効果

外国政府 による制裁の威嚇は,通 商交渉の結果にどのような影響を及ぼすだろうか。外国

政府は,外 国企業の政治的圧力の結果,そ の最適な通商障壁 謬 を上昇 させ る(∂t}/∂SF=[Z*+

((P'-Cr)/ゲ)](ゲ/m+2)>0)。 このような外国政府の最適な通商障壁 弗の上昇は,通 商法
7)

301条 による制裁の威嚇に信緑性を与える。



図1領 域① 外国政府の制裁の効果

領域①(tc-tp<tz-tp)に お いて,外 国政 府が制裁 を実施 した場合 に,交 渉結果 に及ぼ す

影響 につ いてつ ぎの命題 を得 る。

命題1領 域①(tc-tp〈tz-tp)で は,外 国政府 に よる制裁 は,自 国の通商障壁 を低下 さ

せ,外 国の通 商障壁 を上昇 させ る。

これ は(23)一(24)式 の ように証 明 され る。

∂ち/∂'夢=一('}/'P)('c/'P)[1+('》 〃P)2]一(3/2)〈0,

∂t凄/∂鵡=一(t}/tp)(∂ta/∂t})+[1-(ta/tp)]>0.

(23)

(24)

図1は,領 域①(tc-tp〈tz-tp)に お いて外 国政府の 制裁 が交渉結果 に及ぱす影響 を表 し

た もので ある。横軸 は 自国の通商障壁',縦 軸 は外国の通商 障壁 ノ を表 す。(tp,0),(tc,0),

(0,t})は そ れぞれ 自国政府(P),自 国議会(C),外 国政 府(F)の 初 期 の最 適な通商障壁

を表 す。N(tc,tP)は ナ ッシュ均衡 を表す。無差別 曲線Zcよ り高い政治的支持 を表 す集合 は初

期 の 自国の ウイ ンセ ッ ト(winset)で あ り,無 差別 曲線 な よ り高 い政治 的支持 を表 す集合 は

初期 の外国の ウイ ンセ ッ トであ る(Putnam,1988)。 国 際通商 交渉 は,両 国のウイ ンセ ッ トに

挟 まれた契約 曲線(初 期 にはt"=一(tP/tp)t+tP>上 で 行わ れ る。点aは 初期 の国際通商交 渉



図2領 域② 外国政府の制裁の効果

の均衡である。

外国政府が制裁 を実施すれば,通 商交渉の均衡は点グ になる。外国政府の制裁(亭 →鵡)

は,点 αと比較 して,自 国の通商障壁 を低下させるが,外 国の通商障壁を上昇 させ る。外国政

府が制裁 を強めれば,ナ ッシュ均衡が上方に移動する(N→ ノ〉つ。これは自国のウインセ ット

を広 げ,外 国のウインセ ットを狭める。外国の制裁 は,自 国の通商障壁を低下 させ るだけで

はな く,外 国の通商障壁 を上昇させ る。

領域② と③ に関 しても以下のような命題を得 る。

命題2領 域②(tz-tpく'c-'p〈t》)で は,外 国政 府 による制裁 は,通 商交渉の結果 に影

響 を及 ぼ さな い。

証明は図2を 参照のこと。自国の政府 と議会の政策選好が適度に乖離 している場合には,

外国政府が制裁 しても,両 国のウインセッ トの中に自国政府の最適点(tp,0)が ある限 り,

交渉結果は(tp,0)で 変わ らない。

命題3領 域③(tP〈tc-tp>で は,外 国政府による制裁は,自 国の通商障壁 を低下 させ る

が,外 国の通商障壁には影響 を及ぼ さない。



図3領 域③ 外国政府の制裁の効果

証明は図3を 参照のこと。自国の政府 と議会の政策選好が十分に乖離 している場合には,

外国政府が制裁すると,自 国のウインセ ットが広が り,自 国の通商障壁 ∫4は低下する。しか

し,外 国の通商障壁は変化 しない。

4外 国政府の制裁の威嚇と交渉結果 日米自動車 ・同部品交渉の事例

外国政府の制裁の威嚇は国際通商交渉の結果にどのような影響を及ぽすのであろうか。国

内の政策選好 を所与 としたとき,外 国政府の制裁の威嚇が国際通商交渉に及ぼす影響につい

て,日 米 自動車 ・同部品交渉の過程をみながら検討 しよう。

4,1日 米自動車 ・同部品交渉の議題 と経緯

日米 自動車 ・同部品交渉の議題 と経緯について簡単に整理 しよう。

1)日米 自動車 ・同部品交渉の議題:米 国政府 は,自 動車 ・同部品交渉において 日本政府に

対 してつ ぎの3つ の要求をした。第1に,日 本自動車メーカーが米国製 自動車部品の購入計
8)

画を作成 し,通 産省がそれを行政指導すること。第2に,外 国車取 り扱いディーラー数を拡
9)

大すること。第3に,外 国製部品の 日本市場への参入機会 を阻害 している日本の補修部品市

場の規制を緩和すること。米国製自動車部品の購入 と外国車取 り扱いディーラー数について

は数値 目標の設定 を求めた。

日本政府は,第1に,日 本 自動車メーカーによる米国製自動車部品の購入計画の作成と通



表1日 米自動車 ・同部品交渉の経緯

1993.9 日米包括経済協議の自動車 ・同部品交渉の開始

1993.10 客観基準について,米 国は数値目標を要求,日 本は数値目標を拒否

1994.2 米国上院政府活動委員会が公聴会を開催

1994.2 日米首脳会談で日本は数値目標を拒否 し,交 渉決裂

1994.3 日本自動車メーカーが米国製部品購入の自主計画を公表,米 国政府は日本政府の関

与を要求

1994.6 日米自動車 ・同部品交渉を再開,米 国が将来の数値目標を要求

1994.8 米国の超党派国会議員団が政府に通商法301条 の発動を要請

1994.9 米国が外国製部品購入計画の上積みを要求し,交 渉決裂

1994.10 通商法301条 を日本の補修部品市場に適用,調 査を開始

ユ994.12 部品購入計画を政府間交渉の対象外とすることを条件に交渉再開に合意

1995.1 民間企業の自主計画の上積みを政府間交渉合意の条件とすることを米国が表明

1995.3 米国の超党派国会議員団が通商法301条の制裁期限の繰り上げを要請

1995.4 通商法301条 に基づ く対日政策の準備を米国政府が本格化

1995.5 部品購入計画の上積み問題で交渉決裂,通商法301条に基づき対日制裁 リストを公表

1995.6 日本 自動車メーカーが部品購入の 自主計画の上積みを公表,日 米 自動車 ・同部品交

渉が政府間で合意

注)日 本経 済新聞社(1995)や 通商産業省(1997)な どをもとに作成 。

10)
産省の行政指導については,米 国の要求を基本的に拒否 した。ただ し,民 間企業が行う自主

計画の作成には,政 府 として関与 しないという姿勢 をとった。第2に,外 国車取 り扱いデ ィ

ーラー数の拡大 については,独 占禁止法の強化,デ ィーラーによる外国車取 り扱いの自由や

意思の表明,通 産省による苦情受付窓口の設置などを提案 したが,数 値 目標の設定について

は拒否 した。第3に,補 修部品市場の規制緩和については,「重要保安部品」の数の削減,「構
11)

造等変更」検査の規制緩和,専 門整備工場の認定などを提示 した。 しか し,「整備 と車検」制

度の分離については,安 全確保や環境保全を理由に拒否 した。

2)日米 自動車 ・同部品交渉の経緯:日 米 自動車 ・同部品交渉は,通 商法301条 を日本の自動

車補修部品市場に適用する以前の交渉(1993年9月 一1994年9月)と,そ れを適用 し制裁を

前提 とした交渉(1994年10月 一1995年6月)の2つ に分けられる。

①通商法301条 の適用以前:1993年9月 に日米 自動車・同部品交渉が開始 された。交渉の主

要 な議題は,客 観基準に数値 目標の設定 を認めるか否かであった。
12)

1993年10月 の次官級協議で,米 国政府は,1995年 以降の米国製部品の購入計画の作成 を求

める共に,客 観基準に将来の数値 目標を設定することを要求 した。 日本政府は,客 観基準は

過去の実績 を点検するものであ り,将 来の目標 を約束するものではないとして,米 国の要求

を拒否 した(『日本経済新聞』,1993年11月10日 夕刊)。米国政府が要求する数値 目標の設定に

は,日 本自動車工業会 も反対 した(『日本経済新聞』,1993年12月2日)。 こうして,1994年2
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月の細川首相 とクリントン大統領の日米首脳会談でも,日 本政府は数値 目標の受け入れを拒

否 し,交 渉は決裂 した。

しか し,日 本 自動車工業会は,1994年2月 下旬,通 産省の要請 を受け入れ,各 社が米国製

部品購入の自主計画を公表する可能性があることを明らかにした(『 日本経済新聞』,1994年

2月25日)。 そ して同年3月 に,「 国際協調のための自工会アクションプラン」を公表 し,日

本 自動車メーカー各社が米国製部品購入の自主計画 を公表 した。 こうした行動の背景には,

米国政府 による制裁の可能性があった。米国政府は,こ の民間企業の自主計画にさらに日本

政府の関与,す なわち政府による保証 を要求 したが(U.S.Congress,1994b),日 本政府は
13)

それを拒否 した。

B米 政府間交渉が膠着状態にある中,1994年8月,米 国の超党派国会議員(88人)が,ク

リントン大統領に9月 末 までに交渉が合意 しない場合には,通商法301条 を発動す ると日本に

警告するように要請 した(『 日本経済新聞』,1994年8月11日 夕刊)。

こうした議会の圧力 を受けなが ら米国政府は,1994年9月 末の閣僚会談で,日 本 自動車メ

ーカーが同年3月 に自主的に公表 した外国製部品購入計画の上積み
,外 国車取 り扱いディー

ラー数の拡大,車 検制度の廃止 などを要求 した。 日本政府は,部 品購入計画の上積みやディ

ーラー数の拡大については,数 値 目標を設定 しないという原則に反す ることや,民 間企業の

自主計画は政府の責任の及ぶ範囲外の問題であることを理由に,そ れ らを拒否 した。車検制

度の廃止について も安全確保や公害防止の観点からその要求 を拒否 した(通 商産業省,1997,

71頁)。 こうして,交 渉は再度決裂 した。

②通商法301条 による制裁の威嚇:米 国政府は,2度 にわたる交渉決裂を受け,通 商法301

条による制裁 を前提 とした交渉 に入った。1994年10月1日,米 国政府は,通 商法301条 を日本

の補修部品市場に適用 し,調 査 を開始 した(U.S .TradeRepresentative,1995a>。

日本政府は,こ うした米国の行動に反発 しつつも,1994年12月 の次官級協議で,数 値 目標
14}や政府

の権限の及ぷ範囲外の事項は交渉の対象 にしないことなどを条件に交渉再開に同意 し

た(通 商産業省,1997,72-73頁)。 しか し,米 国政府は,1995年1月 の次官級協議 において,

民間企業の部品購入の自主計画の上積みを政府間交渉の対象 としないことを認めたが,こ れ

が政府間交渉合意の条件になるという姿勢を堅持 した。このため,交 渉は再び暗礁 に乗 り上

げた。

こうした状況下で,1995年3月,米 国議会上下院議員(95人)は,政 府に対 して同月末 ま

でに包括的な合意を達成するよう要請するとともに,こ の期限までに合意で きない場合には,

通商法301条 の下で制裁 を含む強い行動を執ることを要請 した(通 商産業省,1997,104-110

頁)。

米国政府は,1995年4月 以降 通商法301条1・基づ く対 日繊 の準備を本格化 誌1同 年5



図4外 国政府の制裁と交渉結果

月初旬のカナダでの閣僚会談では,外 国車取 り扱いディーラーシップ と補修部品市場の規制

緩和については交渉が進展 した。 しか し,部 品購入の自主計画の上積みを米国政府が交渉合

意の条件 としたために,交 渉は決裂 した。交渉決裂後,米 国政府は,日 本の補修部品市場 に

通商法301条 を適用することを確認 し,米 国議会上院は,政 府の方針 を支持する決議を88対8

の票決で採択 した(通 商産業省,1997,111,133頁)。

ユ995年5月16日,米 国政府 は,日 本の補修部品市場が不公正であ り米国の利益を制限 して
16)

いるという理由で,通 商法301条 に基づ き日本製高級車13車 種に100%(現 行2.5%)の 従価税

を課す と発表 した。最終決定は6月28日 とするが,課 税賦課 は5月20日 にさかのぽって適用
17)

す るとした。 日本政府は即座 に,米 国の一方的措置がWTOの ルール違反であるとして,
18)

GATT第22条 に基づ く協議申し入れを行い,WTOに おける紛争解決手続 きを開始 した。

日米両国政府 は,ユ995年6月22日 からGATT第22条 の協議 をジュネーブで開催すると共

に,次 官級協議 を行った。その後,閣 僚会談を経て,同 年6月28日 に交渉が妥結した。交渉

の最大の焦点は米国製部品購入の自主計画の上積み問題であった。この問題に関して,日 本
19)

政府は,政 府の責任の及ぶ範囲外の問題 として民闘企業が作成 した自主計画への関与 を拒否

したが,米 国政府は,日 本 自動車メーカー各社から米国製部品購入の上積みを実質的に得 る
20)

ことができた。
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4.2外 国政府の制裁の威嚇 と交渉結果
　コ図

4は,自 国の政府 と国内構成員(日 本自動車工業会)の 政策選好を所与 として,外 国政

府の制裁が強 まる場合に,交 渉結果に及ぼす影響 を表 している。 この図では,交 渉過程での

各行為主体の選好が,(tc,0):国 内構成員,(ち,0):自 国政府,(0,'》):外 国政府のように

表 されている。

外国政府の初期の最適な通商障壁 を弗 としよう。自国の政府 と国内構成員の政策選好を所

与 として,外 国政府の制裁を渉→ 疹 →'}〃の ように強化 させ ると(例 えば,米 国企業の政治
　　ラ

的圧力の結果,米 国政府が通商障壁 を上昇させ る),契 約曲線tPtpに 影響を及ぼす。その結果,

両国のウインセットが影響を受ける。外国政府が制裁 を強化すると,外 国のウインセッ トが

狭 まり(な → な'→1.・・),自国のウインセットは広が る(lc→1α →lc・,)。

外国政府の制裁の強化 と共に,契 約曲線が点(tp,0)を 中心に右回転する。領域③(夢 くtc

-t
p)の ように,自 国の政府 と国内構成員の政策選好が外国政府の通商障壁に比べ十分 に乖離

している場合には,交 渉可能領域は両国のウインセ ットで挟 まれた猛 ,に なる。このとき,交

渉結果は(td,0)で ある。自国の通商障壁tdは 自国政府の最適水準tpよ りも高 くなる。自国

政府が自由貿易志向でも,自 国の政府 と国内構成員の選好の乖離が十分 に大 きい場合には,

交渉結果はより保護主義的な国内構成員のウイ ンセッ トに制約 される。

外国政府の制裁が強まり,領 域②(tz-tp<tc-tp〈t》)の ように,自 国政府の最適点(tp,

0)が 両国のウインセッ トの中にある場合には,交 渉結果は自国政府の最適点(tp,0)に なる。

外国政府がさらに制裁 を強め,領 域①(tc-tp<tz-tp)の ように,外 国政府の通商障壁 に比

べ 自国の政府 と国内構成員の選好が十分に接近 し,両 国のウインセットの外に自国政府の最

適点(tp,0)が 出ると,交 渉結果は外国のウインセ ットに制約されるようになる。このとき,

交渉結果は(ら,ゆ である。

4.3外 国政府の制裁の威嚇 と通商障壁

外国政府が制裁 を強めたとき,交 渉の結果決 まる通商障壁はどのような影響 を受けるだろ

うか。図5は,自 国の政府 と国内構成員の政策選好を所与 として,外 国政府の制裁が強 まる

場合に,交 渉過程 における行為主体の影響力や交渉結果にどのような相違 をもたらすかを表

している。横軸は,外 国政府の最適な通商障壁 疹 を表 し,右 に行 くほど外国政府の制裁が強

まる。縦軸は,交 渉の結果決まる自国の通商障壁'oを 表す。

外国政府の制裁 と自国の通商障壁toと の間にはつ ぎのような関係がある。第1に,自 国の

通商障壁toは,外 国政府の制裁が強 くなると共に低下する。 自国の通商障壁toは 跨 に関 し

て,厳 密ではないが単調減少になる。

外国政府の制裁 跨 と自国の通商障壁 らとの関係 を表す曲線!1Bα)か ら分かるように,外
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図5外 国政府の制裁と通商障壁

注)A:1993年9月 の交渉開始,A'11994年3月 の自主計画の公表,E:1995年6月 の交渉妥結

国政府の制裁が相対的に弱い領域③では,自 国政府の選好tpと は独立に,交 渉結果は国内構

成員のウインセッ トによって制約される。領域②では,自 国の通商障壁toは 政府の選好tpに

規定され,外 国政府の制裁が強まっても影響 を受けない。外国政府の制裁がさらに強まり領

域① に至ると,外 国政府の制約 を受けながら,自 国の通商障壁toは 低下する。

日米政府間交渉を妥結に導いた決定的要因は,制 裁の威嚇の下で行われた日本自動車メー

カーの部品購入計画の上積みである。 日本 自動車工業会は,1993年12月 には米国政府の要求

す る数値 目標の設定に反対 し,1994年3月 の 自主計画の公表後 もその上積みを拒否 していた。

しかし,1995年5月16日 に米国政府が制裁 リス トを公表すると,日 本自動車メーカーの対応

が変化 した(日 本経済新 聞社,1995,136頁)。 特 に トヨタは,制 裁総額59億 ドル の うち
23)

43%の 負担を強いられるため,制 裁回避 を強 く望んだ。

第2に,通 商交渉の結果決まる自国の通商障壁teは,自 国の国内構成員の政策選好tcに よ

って異なる。特に国内構成員の政策選好は,国 内構成員や外国政府のウインセッ トによって

制約 される領域①や領域③での通商障壁 ちの水準に影響 を及ぼす。

自国の国内構成員が保護貿易志向を弱める場合(tc,<tc)に は,外 国政府の制裁 と自国の

通商障壁の関係 は曲線 、4'B'C'D'の ように表される。国内構成員のウインセットが広がる結

果,領 域①や領域③の大 きさが影響を受け,そ こでの自国の通商障壁toが 低下する。
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日本自動車工業会は,1994年3月,「 国際協調のための自工会アクションプラン」を公表 し,

日本 自動車メーカー各社が米国製部品購入の 自主計画を公表 した。この背景には,米 国政府
24)

による日本自動車業界を対象 にした制裁の可能性 と通産省の要請があった。通産省が米国の

制裁 を回避するために行政指導に乗 り出し(日 本経済新聞社,1995,182-183頁),日 本自動

車メーカーの選好は保護主義志向を緩めた(図5の 点A→ 点A'の 移動)。

第3に,自 国の政府 と国内構成員の選好を所与 とした場合,通 商交渉における行為主体の

影響力は外国政府の制裁の程度によって異なる。外国政府の制裁が強まるにつれ,通 商交渉

の影響力は,国 内構成員から自国政府へ,そ して外国政府へ と移動する。

通商交渉の結果は,各 行為主体の相対的な影響力を反映 して異 なる。外国政府の制裁が弱

い領域③では,国 内構成員の影響力がもっとも強 く,交 渉結果は(td ,0)と なる。外国政府の

制裁が強い領域①では,外 国政府の影響力が もっとも強 く,交 渉結果は(ち,ゆ となる。そ

の中聞の領域②では,自 国政府の影響力が もっとも強 く,交 渉結果は(tp,0)と なる。

1993年9月 に日米 自動車 ・同部品交渉が開始 されたとき,米 国政府の制裁の可能性 は低か

った。1994年8月 に米国の国会議員が政府 に通商法301条 の発動 を要請す ると共に,制 裁の可

能性が高 まった。そして米国政府は,同 年10月 に日本の補修部品市場の規制に通商法301条 を

適用 し調査 を開始 し,1995年5月16日 に制裁 リス トを公表 した。 こうして,制 裁の圧力は交

渉過程でしだいに高まり,そ れと共に交渉の影響力は,初 期の日本自動車メーカーから最後

には米国政府 に移った。

5む す び

本稿は,外 国政府の制裁 の威嚇が国際通商交渉の結果 に及ぼす影響 について検討 した。本

稿の主要な結論は以下のように要約 される。

外国政府による制裁が通商交渉の結果に及ぼす影響は,貿 易 自由化 に対する政府 と国内構

成員(議 会)の 政策選好の乖離度に依存 して異なる。第1に,自 国の政府と国内構成員(議

会)の 選好が十分 に近似 している場合には,外 国政府による制裁は,自 国の通商障壁 を低下

させ,外 国の通商障壁 を上昇させ る。第2に,自 国の政府 と国内構成員(議 会)の 選好が適

度に乖離 している場合には,外 国政府による制裁 は,通 商交渉の結果に影響を及ぼさない。

第3に,自 国の政府 と国内構成員(議 会)の 選好が十分に乖離 している場合には,外 国政府

による制裁 は,自 国の通商障壁 を低下させ るが,外 国の通商障壁には影響 を及ぼさない。

最後に今後の課題 を指摘 しむすびとしよう。本稿では,政 府内(例 えば,通 産省 と運輸省)

の選好が統一されていると想定されている。 しか し,省 庁間の政策選好に相違がある場合 に

は,異 なる結果が予想される。この点についての検討は今後の課題 としたい。
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注

*本 稿 は,科 学研究費補助金(基 盤研究(B)(1)課題 番号13430003)に よる研究成果の一部である。

1)こ の共同声明の要点は2つ あった。第1に,市 場アクセスの増大であ り,第2に,各 分野で達

成された成果を評価する客観基準の導入である。この他に,交 渉を円滑に進める上での基本原則

として,政 府間交渉の対象を政府の責任の及ぷ範囲に限定することが確認された。

2)ク リン トン政権 がこの ような対 日通商政策において参考 にしたのは1986年 と1991年 に締結 され

た日米半導体協定である(Tyson,1993)。 この協定で,米 国政府は,通 商法301条 を有効 に用いる

ことによって,米 国製半導体の輸出拡大(日 本の輸入自主拡大VIE)に 成 功 した。

3)こ のモデルは,MilnerandRosendorff(1997),Mansfieldetal.(2000,2002),Dai(2002),石

黒(2003a)な どの国際通商交渉の2レ ベルゲーム分析の延長線上にある。

4)米 国政府の交渉代表者は大統領であ り,日 本政府の交渉代表者 は内閣総理大 臣であ る。 日米 自

動車 ・同部品交渉では,そ の代理人 としてマイケル ・カンターUSTR代 表 や橋本龍太郎通産大 臣

などが交渉を担当 した。 日本政府の国内の交渉相手は,議 会ではなく,日 本自動車工業会(業 界

団体)で ある。以下において議会 とは,議 会または業界団体の ような国内構成員の ことである。

5)関 税率が輸入禁止的関税率 に近づ くにつれ,直 接投資が増大する可能性がある(Donnenfeld,

2003)。 この点についての考察は本稿では捨象する。

6)日 米 自動車 ・同部品交渉 では,日 本 自動車工業会が日本国内の拒否権を持 っている。

7)通 商法301条 の経済分析 についてはMcMillan(1990)も 参照のこと。

8)米 国政府によれば,米 国の 自動車部品メーカーは,米 国で も日本で も日本企業によって不利な

取 り扱いを受けている。外国製自動車部品は,米 国市場では32.5%を 占めているが,日 本市場で

は2.6%し か 占めていない(通 商産業省,1997,114-115頁)。 米国政府の 日本の自動車・同部品市

場の評価 については,U.S.TradeRepresentative(1995a,1995b,1996)を 参 照の こと。

9)米 国政府によれば,日 本では自動車メーカー と系列のデ ィー ラーが緊密 な関係にあり,外 国車

は不利な取 り扱いを受けている。米国のデ ィーラーの80%は,米 国車 とともに輸 入車を販売 して

いる。 日本では,日 本車 と輸入車 を販売 しているのは20%,日 本 車 と米国車を販売 しているのは

7%に すぎない(通 商産業省,1997,115頁)。

10)数 値 目標の設定については,日 本政府は日米半導体協定 を教訓 としそれ を拒否 した。 日米半導

体協定では,外 国製半導体 の日本市場での シェア20%と い う数字が明記されていた。 日本はこれ

を努力目標 としたが,米 国はこれを保証 と受け取 り,20%に 達 しない と1987年3月 に制裁 を実施

した。

11)1995年6月,運 輸省は,「 重要保安部品」や 「構造等変更」に関連する道路輸送車両法の64条 と

67条 の改正 を発表 した。

12)1992年1月 の宮沢首相 とブ ッシュ大統領 との首脳会談の際に,日 本 自動車メーカーは,通 産省

の要請で1994年 度 に190億 ドルの米国製部品購入の 自主計画を公表 した。この ときの経験か ら,米

国政府は同様の数値 目標 を要求 し,日 本政府 はそれを拒否 した。

13)従 来 の 日米 自動車交渉では,1981-1993年 の輸出自主規制(VER)で は貿易管理令 によって通産

省の行政指導が行われ,1992年 の 自主計画の作成の際にも通産省の行政指導が行われた。米国は

今回の交渉で も通産省の関与 を要求 したが,通 産省は最後 までそれ を拒否 した。米国の対 日通商

交渉 については,Schoppa(1993,1997)やLincoln(1999)を 参 照の こと。
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14)こ の 時期に米国政府 は,部 品購 入計画が政府間交渉の対象外 となったために,日 本自動車メー

カー と直接交渉する方針を固めた(通 商産業省,1997,73頁)。 と同時に,制 裁の威嚇の対象 も,

通産省から日本 自動車メーカーに移った。

15)制 裁 の圧力は,円 高(1995年4月19日,1ド ル ニ79円)に よっても高 まっていた。 日本自動車

メーカーは円高によってすでに損益分岐点の周辺で高級車の対米輸出をしていた(日 本経済新聞

社,1995,120-・122頁)。

16)制 裁候補 リス トに挙げ られた自動車 モデルは以下の13車 種である。ホンダ:ア キュラレジェン

ド,ア キュラ3.2TL,ト ヨタ:レ クサスLS400,レ クサスSC400,レ クサスSC300,レ クサスGS

300,レ クサスES300,日 産:イ ンフ ィニティQ45,イ ンフィニテ ィJ30,イ ンフィニティ130,マ

ッダ:929,ミ レニア,三 菱:デ ィアマ ンテ(4ド アセダン)。 これらの 自動車の1994年 度の輸入

額は約59億 ドルである(通 商産業省,1997,146頁)。

17)米 国政府の301条 適用 に対 して,日 本政府は以下の点をWTO違 反 とした。第1に,一 方的措置

による関税引き上げはGATT第1条(日 本だけに100%の 関税 を賦課 し最恵国待遇違反)と 第2

条(関 税譲許表では2.5%を 表 示)に 違反する。第2に,通 商法301条 に基づ く認定や一方的措置

の リス トの公表 はWTO紛 争解決協定第23条 に違反する(通 商産業省,1997,157頁)。

18)日 米 両国政府の行動 に対する各国の反応(OECD閣 僚理事会,1995年5月24日)は,米 国の通

商法301条 に よる一方的処置については反対 しなが らも,日 本市場の閉鎖性 については米国の主張

を理解するとい うものであった(日 本経済新聞社,1995,118頁)。

19)1995年6月28日 の最後の閣僚会談で,日 本政府が米国政府に日本 自動車メーカーの自主計画の

「概要」 を提示 し,交 渉は妥結 した。 この 日米両国政府の合意 を確認 した後,日 本 自動車メーカ

ー各社は以下の ような自主計画 を公表 した
。 トヨタ 「新国際ビジネスプラン」,日 産 「グローバル

構造改革方針」,本 田 「ホンダのグローバルオペレーションについて」,三 菱 「国際協調 に関する

中期展望」,マ ツダ 「国際的企業活動展開にかかわる基本方針」(日 本経済新聞社,1995,62,76-

96頁)。

20)米 国政府 は,1998年 までに日本自動車メーカーが米国製部品の購入を67 .5億 ドル増大 し,北 米

での完成車生産 を210万 台 から265万 台 に増大す ると見積 もった(通 商産業省,1997,177頁)。

21)日 米 自動車交渉では,拒 否権 を持つ日本の国内構成員は,議 会ではなく,日 本自動車メーカー

(日本自動車工業会)で ある。

22)日 米 自動車 ・同部品交渉 における米国企業の政府や議会 に対す る政治的圧力については,U .S.

Congress(1993,1994a,1994b)を 参 照のこと。

23)ト ヨタは,1995年5月3日 の時点で 自主計画の公表 を検討 していた。 しか し,通 産省の要請で

それを自粛 していた。さらに,1995年6月 中旬頃か ら,通 産省の牽制 にも関わ らず,制 裁回避の

ために米国政府 との接触 を試みていた(日 本経済新聞社,1995,76-77,137-138頁)。 トヨタの 自

主計画の内容は以下のようなものである。①北米での現地生産能力を1996年 の90万 台か ら1998年

には110万 台 に拡大す る。②米国内に年産10万 台水準の第3工 場を建設する。③部品の現地調達率

をNAFTA基 準(1994-97年50%,1998-2001年56%,2002年 以 降62.5%)と す る(日 本経済新聞

社,1995,77-78頁)。

24)1994年2月 初旬,通 産省は,日 本 自動車 メーカーによる米国製部品購入の(政 府が関与 しない)

自主計画の作成について検討 していた。 しか しこの時期 には,自 動車業界側 はこの通産省の提案
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に反対 していた(『 日本経済新聞』,1994年2月5日)。
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